
災害に対する備え ～最悪を想定し、最善を尽くす～
昨年 １０月に関東を直撃した台風１９号では、下野市内も大きな被害を受けました。下野市役所では、公民館

や学校が避難所として開設された場合に、避難をした市民の方の不安を軽減できるよう、ＨＵＧ訓練という避

難所開設のための研修を9月１０、１１日に行いました。災害に備え、分担、協力体制等を整えておくことが重要で

す。

学校で子どもたちの安全を確保するため、また、先生方ご自身とご家族の生活を守るため、各校の危機管

理マニュアルを見直したり、お住まいの地域の避難情報やハザードマップを確認したりするなど、いつ直面す

るかわからない災害に、常に備える意識をもち、お互いに気を付けていきましょう。
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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・就学時健 診 文化の日 ・就学時健診 ・ 運動会

（吉田西小） （薬師寺小） （吉田西小、

細谷 小 、 緑

小）

８ ９ 10 11 12 13 14

・児童表彰 ・小中一貫の日 （ 南 ・就学時健診 ・児童表彰 ・運動会

（吉田東小、薬 河内第二中学区） ( ) （国分寺小、緑小）（薬師寺小、

師寺小） ・S＆ U（石橋小） ・子ども未来プロ 石橋 小、 国

・ 道 徳 教 育 研 究 ジェクト 交流 会 分寺東小）

14:00～ （中学校）

15 16 17 18 19 20 21

・下地区人権教育研 ・S＆ U（吉田西小） ・市出前教育委員 ・市定例教育 委 ・運動会

究会（藤岡公民館） ・要請訪問（薬師寺小）会（薬小） 員会 （ 古山小）

14:00～ ・運動会（石橋北小）

22 23 24 25 26 27 28

勤労感謝の日 ・養護教諭部会研 ・小中一貫の日 ・定例校長会議

修会 （国分寺中学校区） ・学校図書館教

・S＆ U（石橋北小） 育研究 15:00～
・要請訪問（吉田東小）

・情報教育研究 会

（情報モラル 授業

研究会）緑 小

29 30

※１１月１日現在の予定です。詳細は文書で御確認ください。

※時間のみ記載の研修会の場所は、市役所になります。

※市教育研究所主催行事 市関係行事 学校関係行事 その他

１１月の予定



学習指導要領上の位置付け

個別の教育支援計画の活用について

後期が始まり、間もなく１ヶ月になります。前期の教育活動を見直し、子どもたちのよりよい成長につな

がる取組に努められていることと思います。児童生徒の実態を把握し、ニーズに応じた支援を行うために、

「個別の教育支援計画」、「指導計画」があります。今回は、その意義について、確認したいと思います。

小学校学習指導要領総則第４の２（１）エより

障害のある児童などについては、家庭、地域、及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関

係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を

作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を的確に把

握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。

（中学校学習指導要領では総則第４の２（１）エに同等の記載あり）

支援機関一覧（下野市版）

「『下野市新聞の日』新聞を楽しむ体験事業」について

９月１日（火）、１０月２０日（火）に市内全校にて「下野市新聞の日」を実施しました。当日までの

連絡調整や計画立案等、大変お世話になりました。各校での取組の一部を、以下にご紹介いたします。

・その週の「朝の読書」での活動を位置付け、週末の家庭学習にも活用した。

・「新聞の日」３回目終了時の目標を校内で共通理解し、達成に向けた活動を各学年で検討した。

・学年だよりや学校だより、ホームページに本事業の趣旨を掲載し、家庭での活用も呼び掛けた。

・図書室や昇降口等に新聞のコーナーを設置し、新聞の日以外でも新聞に親しめるようにした。

各学校で様々に工夫を凝らした取組を実施してくださっています。子ども達が、活字に慣れ親しむこと

で読解力を高め、社会情勢にも関心を持ってほしいと思います。

次回実施は１月２６日（火）になります。

また、「新聞の日」の取組に加え、新聞社主催の出前講座を利用している学校もあります。詳しくは下

野新聞ホームページをご覧ください。 https://www.shimotsuke.co.jp/feature/special/nie-shinbunjuku

←しもつ

け新聞塾

の様子

国分寺中

学校

「個別の教育支援計画」の作成について

「個別の教育支援計画」の中に①「支援機関一覧」と②

「個別の指導計画」があります。

①「支援機関一覧」は、各年齢段階において、関係機関

による支援の全体像を把握し、役割分担を明確にします。

②「個別の指導計画」は子どもの実態と指導の目標や手

立て、合理的配慮を記入し、定期的に指導の評価と改善を

行います。

①②どちらも、学級担任が記入します。通級指導教室に

通う児童生徒については、通常学級の担任の先生が記入す

ることになります。




